
寄附金収入

1億2000万

返礼品調達経費
30％
3600万

委託・送料等経費
20％

2400万

実質収入
50％
6000万

ふるさと納税によ
る寄附金控除
△6000万

均衡

ふるさと納税による寄附金収入は、そのうち
50％に相当する経費支出があるため、実質収入
は残り50％相当となる。

寄附金控除による減収6000万と均衡させるため
には、２倍相当の寄附金収入1億2000万が必要

ふるさと納税による寄附金収入と、寄附金控除の比較モデル
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